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都市計画審議会（R5.11.22）からの主な修正箇所について 

都市計画審議会（R5.11.22）での意見 修正案 （新） R5.11.22時点 （旧） 

都市機能誘導区域へアクセスしやすい環境の

形成が必要だが、例えば西区では鳳へアクセス

しにくい状況がある。都市機能誘導は公共交

通とセットで考えるべき。 

■「堺市地域公共交通計画」に掲げた方向性「すべての人が快適で容易に移動できる公共交通の実現」、「

地域戦略と一体化した持続的な公共交通の実現」を踏まえ、公共交通の取組とあわせて、都市機能の集

約による魅力的な拠点の形成を推進するという趣旨で、下記のとおり文章追加 

■P3 3.立地適正化計画の位置づけ 

また、本市の基本計画となる「堺市基本計画2025」、大阪府の「南部大阪都市計画区域マスタープラン」に

即し、地域公共交通のあり方を示す「堺市地域公共交通計画」など関連する分野別計画と連携し、整合を

図りながら持続可能な都市の構築を総合的に推進します。 

 

■P90 2.誘導施策 （3）円滑に移動できる交通環境の形成 

（３）円滑に移動できる交通環境の形成に関する誘導施策 

○本計画と連携し、持続可能な地域旅客運送サービスの提供を確保することを目的とした、地域公共交通計

画に示す取組を推進します。 

 

 

 

 

また、本市の基本計画となる「堺市基本計画2025」、大阪府の「南部大阪都

市計画区域マスタープラン」に即し、関連する分野別計画と連携し、整合を図り

ながら持続可能な都市の構築を総合的に推進します。 

 

 

（３）円滑に移動できる交通環境の形成に関する誘導施策 

○本計画と連携し、持続可能な地域旅客運送サービスの提供を確保すること

を目的とした、地域公共交通計画を策定します。 

生活に身近な施設については、その機能や利用

実態を踏まえた誘導が必要になる。この点も駅

周辺等への都市機能の誘導の考え方に反映で

きないか。 

■都市機能の誘導に関する基本的な考え方に利用実態を踏まえた機能誘導に関する文章追加 

■P34 1.都市機能の誘導に関する基本的な考え方（１）駅周辺等への都市機能の誘導 

（１）駅周辺等への都市機能の誘導 

生活に身近な施設には、医療・子育て・福祉・日々の買い物などの機能があり、日々の生活において、住まい

の身近な場所に欠かすことができません。また、新型コロナウイルス感染拡大を契機として、多様な働き方・暮ら

し方を支える新たな機能の導入が求められています。それらの施設は、一定の生活圏が形成されている駅周辺

や泉北ニュータウンの近隣センター等、より自宅に近い場所において立地が望まれる施設であり、利用実態も踏

まえて維持・充実を図ることが必要です。 

 

 

（１）駅周辺等への都市機能の誘導 

生活に身近な施設には、医療・子育て・福祉・日々の買い物などの機能があり、

日々の生活において、住まいの身近な場所に欠かすことができません。また、新型

コロナウイルス感染拡大を契機として、多様な働き方・暮らし方を支える新たな機

能の導入が求められています。それらの施設は、一定の生活圏が形成されている

駅周辺や泉北ニュータウンの近隣センター等、より自宅に近い場所において立地

が望まれる施設といえます。 

都心においては、伝統産業を守るという観点も

含め共生できる方向で記載を工夫していただき

たい。 

■「堺都心未来創造ビジョン」に掲げた取組方針「地域資源を活かして魅力を高める」を踏まえ、都心での都

市機能誘導は、拠点の特色を活かしたエリア計画と連携するという趣旨で、下記のとおり文章追加 

■P40 3.都市機能を集積する拠点 

また、誘導施設を設定する拠点と都市機能の誘導において連携する主なエリア計画等を次頁「4.誘導施設及

び都市機能誘導区域」に示します。 
 

 

 

 

また、誘導施設を設定する拠点は次頁「4.誘導施設及び都市機能誘導区域」に

示します。 

■P42 4.誘導施設及び都市機能誘導区域（1）都心 

＜都市機能の誘導において連携する主なエリア計画等＞ 

‣堺都心未来創造ビジョン（2023年５月策定） 

※詳細はP42参照 

 

記載なし 

資料 1-2 

―  追加   
   変更 
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―  追加   
   変更 都市計画審議会（R5.11.22）での意見 修正案 （新） R5.11.22時点 （旧） 

［前頁続き］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■同様にその他の拠点においても、以下のとおり「都市機能誘導において連携する主なエリア計画等」を示す

頁を追加 

■P44 （２）都市拠点①泉ヶ丘    

‣SENBOKU New Design（2021年５月策定） 

‣ビッグバン及び泉ヶ丘公園基本計画（2022年3月策定） 

※詳細はP44参照 

■P46 （２）都市拠点②中百舌鳥  

‣中百舌鳥駅前北側交通広場の再編について（令和4年度第1回堺市都市計画審議会報告資料） 

‣「北部エリア」の土地活用の方向性について（NAKAMOZUイノベーションコア創出コンソーシアム（2023

年5月）資料） 

‣中百舌鳥駅周辺活性化基本方針（2024年5月策定） 

※詳細はP46参照 

■P49 （３）地域拠点①深井      

‣深井駅周辺地域活性化事業基本構想（2022年7月策定） 

‣水賀池公園整備基本計画（2022年12月策定） 

※詳細はP49参照 

■P53 （３）地域拠点④新金岡    

‣しんかなの住まいまちづくり（堺市域地域居住機能再生調整会議 2019年4月策定） 

‣（仮称）新金岡地区活性化推進プラン（策定中） 

  ※詳細はP53参照 

■P56 （４）駅前拠点②津久野駅 

‣都市再開発の方針（2022年8月変更）  

‣（仮称）津久野駅周辺再整備基本構想（策定中） 

※詳細はP56参照 

■P58 （４）駅前拠点③栂・美木多駅 

‣SENBOKU New Design（2021年5月策定） 

‣栂・美木多駅前活性化土地利用構想（2016年9月策定） 

※詳細はP58参照 

 

記載なし 
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―  追加   
   変更 都市計画審議会（R5.11.22）での意見 修正案 （新） R5.11.22時点 （旧） 

［前頁続き］ ■P60 （４）駅前拠点④光明池駅 

‣SENBOKU New Design（2021年5月策定） 

‣光明池駅前地域活性化基本方針（2023年6月策定）  

※詳細はP60参照 

計画の進行管理について、計画の遂行に関する

記載を工夫していただきたい。 

 

 

 

■策定後の計画推進に向けた、PDCAサイクルに基づく計画の進め方に関する文章等を追加・修正 

■P93 第9章 計画の推進に向けて  

第9章 計画の推進に向けて 

本計画の実現に向けては、達成状況の目安となる目標値を設定した上で、多様な主体や関連する分野別

計画等との連携により、持続可能な都市構造の形成に資する取組を進めます。 

 

■P96 2.計画の進行管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

■P96 2.計画の進行管理 

本計画は、20年程先を見据えた長期的な視点に立った計画であるため、社会経済情勢の変化や上位計画

や関連計画の見直し内容などを把握しつつ、それらの変化に的確かつ柔軟に対応する必要があります。このた

め、都市計画マスタープランと綿密に連携しながら、PDCAサイクルに基づき、本計画のより一層の充実を図り

ながら取組を進めます。 

 

 

＜Plan-計画策定＞ 

⚫ 本市における、持続可能な都市構造の形成に向けた実行計画として立地適正化計画を策定します。 

⚫ また、PDCAサイクルで蓄積される知見や課題を施策等に反映することにより、計画の充実を図ります。 

＜Do-計画の運用＞ 

⚫ 多様な主体や関連する分野別計画等と連携し、総合的に取組を推進します。 

 

【推進に向けた取組例】 

 

第9章 計画の進行管理 

記載なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

本計画は、20年程先を見据えた長期的な視点に立った計画であるため、社会

経済情勢の変化や上位計画や関連計画の見直し内容などを把握しつつ、それ

らの変化に的確かつ柔軟に対応する必要があります。このため、都市計画マスタ

ープランと綿密に連携しながら、PDCAサイクルに基づき、概ね５年ごとを基本に、

評価指標やモニタリング項目を活用して分析・評価を行い、必要に応じて本計

画の見直しを検討します。 

 

記載なし 

 

関係部局との連携、市民との協働を図りながら

計画が推進されるとよい。 

 

 

 

計画の実効性を高める上で区域区分の見直し

なども柔軟に考える必要があるのではないか。 

 

 

 

計画の策定後も進行管理していく中で、都市

計画審議会の意見を聞きながら計画の充実を

図っていただきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画策定 

計画の運用 

評価指標等による 

分析・評価 

計画見直し 

の検討 

計画策定 

（一層の充実） 

計画策定 

計画の運用 

計画見直し 

の検討 

評価指標等による 

分析・評価 
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―  追加   
   変更 都市計画審議会（R5.11.22）での意見 修正案 （新） R5.11.22時点 （旧） 

［前頁続き］ ‣地理情報システム（GIS）の活用等による積極的な情報発信 

‣市民等の参加意識向上に向けた、参加型イベントや出前講座の実施 

‣様々な分野の施策や具体的なエリア計画等との連携による取組の促進 

‣取組の実現に向けた都市計画手法の活用等の検討 

‣モニタリング項目等による進捗状況の把握・点検                          等 

＜Check-評価指標等による分析・評価＞ 

⚫ 本計画が効果的に機能し、着実に進捗しているかを確認するため、概ね５年ごとに、評価指標、モニタリン

グ項目等を活用した分析・評価による課題の抽出を行います。また、分析・評価の結果は、堺市都市計画

審議会に報告し、課題の共有を図ります。 

＜Action-計画見直しの検討＞ 

⚫ 本計画の見直しに向けて、社会経済情勢の変化や評価指標等による分析・評価結果を踏まえ、分野横

断的に関係者が参画する体制等の構築を図り、必要な施策や計画の改善等を検討します。 

パブリックコメントでの意見 修正案（新） R5.11.22時点 （旧） 

「類いまれな歴史文化の地域資源」について、

あやふやな書き方をしており、本気で活用しよう

と思っているのか。P.41「都心」の地図上では、

堺環濠都市北部地区（環濠エリア北部）を

含む、環濠エリアが全て包括されている。P.61「

⑤七道駅」の地図では、「七道駅」の区域内に

環濠エリア北部が取り込まれており、地図上で

は、環濠エリア北部が同一計画内の「都心」と「

七道駅」の区域にダブルブッキングされている状

態である。P.61「七道駅」の地図上において、

環濠エリアが「七道駅」の区域ではなく、「都心」

にふくまれていることを、地図上で明示すること。 

 

■P61（４）駅前拠点 ⑤七道駅 図表及び文章を修正 

図中に都心の「都市機能誘導区域」（赤太線）、「立地が望ましい施設を位置づける区域」（白太線）を

表示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ 円は七道駅から概ね800mの範囲とし、立地が望ましい施設を位置づける区域とする ※都心における都

市機能誘導区域及び立地が望ましい施設を位置づける区域を除く（P.41「（１）都心」参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ 円は七道駅から概ね800mの範囲とし、立地が望ましい施設を位置づける

区域とする 

―  追加   
   変更 
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時点等による修正 修正案（新） R5.11.22時点 （旧） 

●関連計画の進捗等に伴う時点修正 ■P3 3.立地適正化計画の位置づけ 図中の堺市地域公共交通計画の（策定中）を削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●統計値の更新等に伴う時点修正 ■P5 （１）人口 ②人口の社会動態の文章及び図表を修正 

②人口の社会動態 

● 2021（令和3）年から2023（令和5）年では、特に20～24歳や30～34歳で転出超過数が大きく

なっています。 

 

  ＜図表の修正＞ 

【社会動態の推移】の図表に2023年の統計値を追加し2013年の統計値を削除 

【年齢別の転入転出超過の状況】の図表に2023年の統計値を追加し2020年の統計値を削除 

 

②人口の社会動態 

● 2020（令和2）年から2022（令和4）年では、特に0～4歳や20～24

歳、30～34歳で転出超過数が大きくなっています。 

●関連計画の進捗等に伴う時点修正 ■P10 （３）公共交通 ①公共交通カバー状況の文章及び図表を修正 

①公共交通カバー状況 

● 市街地の広がりにあわせて公共交通網が形成されており、鉄軌道、路線バス、乗合タクシーによる人口カ

バー率は96.4％です（2022（令和4）年時点）。 

 

  ＜図表の修正＞ 

【公共交通カバー状況】の図表を2023（令和5）年3月末時点から2023（令和5）年10月末時点に修 

   正 

 

①公共交通カバー状況 

● 市街地の広がりにあわせて公共交通網が形成されており、鉄軌道、路線バ

ス、乗合タクシーによる人口カバー率は約97％です（2018（平成30）年

時点）。 

 

―  追加   
   変更 
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―  追加   
   変更 時点等による修正 修正案（新） R5.11.22時点 （旧） 

●統計値の更新等に伴う時点修正 ■P11 （３）公共交通 ②鉄道乗車人員の誤記及び図表を修正 

＜誤記の修正＞ 

路線ごとの１日乗車人員の推移 

＜図表の修正＞ 

【路線ごとの1日乗車人員の推移】の図表に2022年度の統計値を追加し、2012年度の統計値を削除 

 

 

路線ごとの１乗車人員の推移 

●統計値の更新等に伴う時点修正 ■P11 （３）公共交通 ③バス乗車人員の文章、誤記及び図表を修正 

● 市内を走る路線バスの年間乗車人員は、いずれも概ね横ばいで推移していましたが、2020（令和2）

年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、いずれの乗車人員も2019（令和元）年度より減少し

ました。その後は回復傾向となっていますが、2019（令和元）年度以前の水準には回復していません。 

＜誤記の修正＞ 

路線バスの年間乗車人員の推移 

＜図表の修正＞ 

【路線バスの年間乗車人員の推移】の図表について以下を修正 

・2022年度の統計値を追加し2012年度の統計値を削除 

・大阪シティバスの2013年度から2022年度の統計値を追加 

・図表の表現を棒グラフに修正し各項目の数値を追加 

・資料に大阪シティバス提供資料を追加 

 

● 南海バス、近鉄バスの年間乗車人員は、いずれも概ね横ばいで推移してい

ましたが、2020（令和2）年度以降は新型コロナウイルス感染症の影響に

より、いずれの乗車人員も2019（令和元）年度よりも減少しています。 

 

路線バス乗車人員の推移 

●誤記の修正 ■P18,19,21 項目番号の誤記を修正 

（５）自然災害 

（６）財政 

（７）新型コロナウイルス感染症拡大を契機とした意識、行動の変化 

 

 

（６）自然災害 

（７）財政 

（８）新型コロナウイルス感染症拡大を契機とした意識、行動の変化 
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―  追加   
   変更 時点等による修正 修正案（新） R5.11.22時点 （旧） 

●統計値の更新等に伴う時点修正 ■P19 （７）財政の文章及び図表を修正 

（６）財政 

⚫ 歳入（一般会計）については、2013（平成25）年度から2019（令和元）年度までは、自主財

源の基本となる市税が最も多く、増加傾向にあります。2020（令和2）年度は、新型コロナウイルス

感染症の影響により、国庫支出金が大幅に増額し、過去10年間で歳入総額が最大となりました。

2022（令和4）年度は、国庫支出金が前年度に引き続き減少し、前年度増加した交付金や地方交

付税は減少しています。 

⚫ 歳出（一般会計）については、人件費や扶助費の増加に伴い、義務的経費は増加傾向にあります。

2020（令和2）年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、補助費等の経費が大幅に増加し、

過去10年間で歳出総額が最大となりました。2022（令和4）年度は、新型コロナウイルス感染症対策

や物価高騰対策などを実施したことにより、新型コロナウイルス感染症拡大以前と比較して高い水準とな

っています。 

＜図表の修正＞ 

【歳入の推移】【歳出の推移】の図表について以下の点を修正 

・2022年度の統計値を追加し2012年度の統計値を削除 

・各項目の数値を追加 

・資料を堺市資料（一般会計決算）に修正 

 

（７）財政 

⚫ 歳入については、2012（平成24）年度から2019（令和元）年度までは、

自主財源の基本となる市税が最も多く、増加傾向にあります。2020（令和

2）年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、国庫支出金が大幅に

増額し、過去10年間で歳入総額が最大となりました。2021（令和3）年

度は、国庫支出金は前年より減少したものの、交付金や地方交付税は増加

しています。 

⚫ 歳出については、人件費や扶助費の増加に伴い、義務的経費は増加傾向

にあります。2020（令和2）年度は、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、補助費等の経費が大幅に増加し、過去10年間で歳出総額が最大となり

ました。2021（令和3）年度は、補助費等の経費は2019（令和元）年

以前の水準に戻ったものの、扶助費や公債費は増加しています。 

 

●事業進捗等に伴う時点修正 ■P32 （３）居住誘導区域に含まない区域の図表を修正 
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―  追加   
   変更 時点等による修正 修正案（新） R5.11.22時点 （旧） 

●事業進捗等に伴う時点修正 ■P33 4.居住誘導区域の図表注記を修正 

※土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、災害危険区域、保安林を含

む区域は居住誘導区域から除く。 

 

※土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域、保安林を含む区域は居住誘

導区域から除く。 

●記載内容の充実 ■P37 （１）誘導施設設定及び都市機能誘導区域設定の考え方の文言を修正及び図表を追加 

 

 

 

 

 

 

⚫ 現在立地している施設を維持する→将来的な転出を抑制 

⚫ 現在立地している施設と同じ機能を持つ施設を増やす→施設の転出を抑制

しつつ機能強化 

⚫ 現在立地していない新たな機能を持つ施設の立地誘導→区域への移転・集

約、新たな機能導入 

●記載内容の充実 ■P39 （３）都市機能誘導区域の設定方針の図表を修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●記載内容の充実 ■P43～63 ４.誘導施設及び都市機能誘導区域の図表を修正 

各拠点の「都市機能誘導区域」の図中に駅名を追記 
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時点等による修正 修正案（新） R5.11.22時点 （旧） 

●事業進捗等に伴う時点修正 ■P64 2.対象とする災害の図表を修正 

 

 

 

 

 

 

 

●事業進捗等に伴う時点修正 ■P66 （1）土砂災害の図表及び注記を修正 

※ 大阪府が調査した「土砂災害危険箇所（2003（平成15）年3月）」、大阪府が「土砂災害警戒区域

等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づき2021（令和3）年4月までに告示した土砂

災害特別警戒区域・土砂災害警戒区域、大阪府が「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に

基づき2024（令和6）年10月までに告示した急傾斜地崩壊危険区域、大阪府が「大阪府建築基準法

施行条例」に基づき2024（令和6）年10月までに指定した災害危険区域、建設省が「砂防法」に基づき

1979（昭和54）年4月までに告示した砂防指定地を記載 

 

 

※ 大阪府が調査した「土砂災害危険箇所（2003（平成15）年3月）」、大

阪府が「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律」に基づき2021（令和3）年4月までに告示した土砂災害特別警戒区域

・土砂災害警戒区域、大阪府が「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関す

る法律」に基づき2000（平成12）年3月までに告示した急傾斜地崩壊危

険区域、大阪府が「大阪府建築基準法施行条例」に基づき2000（平成12

）年3月までに指定した災害危険区域、建設省が「砂防法」に基づき1979

（昭和54）年4月までに告示した砂防指定地を記載 

●事業進捗等に伴う時点修正 ■P81 ５.課題の整理 ④高潮の文章を修正 

⚫ 浸水想定区域が沿岸部の市街地に広がっており、防潮堤の維持管理などのハード対策と、避難体制の構

築などのソフト対策の両輪で取組を進めることが必要です。 

 

⚫ 浸水想定区域が沿岸部の市街地に広がっており、防潮堤整備などのハード対策

と、避難体制の構築などのソフト対策の両輪で取組を進めることが必要です。 

●事業進捗等に伴う時点修正 ■P82 （２）取組方針 ＜土砂災害＞の文章を修正 

＜土砂災害＞ 

⚫ 土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、災害危険区域については、災

害リスクを踏まえて、居住誘導区域に含みません。 

 

＜土砂災害＞ 

⚫ 土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域については、災害リスクを踏まえ

て、居住誘導区域に含みません。 

●事業進捗等に伴う時点修正 ■P82 （２）取組方針 ＜洪水、内水、高潮＞の文章を修正 

＜洪水、内水、高潮＞ 

⚫ 国や大阪府が実施する河川整備等のハード対策に協力します。また、雨水ポンプ場や雨水管の整備等の

浸水が発生しないための取組を推進します。 

 

 

 

＜洪水、内水、高潮＞ 

⚫ 国や大阪府が実施する河川整備や防潮堤の整備等のハード対策に協力します。

また、雨水ポンプ場や雨水管の整備等の浸水が発生しないための取組を推進し

ます。 

―  追加   
   変更 
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―  追加   
   変更 

時点等による修正 修正案（新） R5.11.22時点 （旧） 

●事業進捗等に伴う時点修正 ■P83 ７.具体的な取組 （１）土砂災害の図表を修正 

施策 具体的な取組 
実施 

主体 

実施時期目標 

短
期 

中
期 

長
期 

土
地
利
用
施
策 

土地利用 

誘導 

４ 

土砂災害特別警戒区域等における立地

適正化計画制度による建築・開発行為の

届出 

府 

   

５ 
土砂災害特別警戒区域内の住宅除却

費用や区域外移転の支援 
市 

   

防
ぐ
施
策 

土砂災害 

対策 

６ 
土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒

区域におけるパトロールの実施 
府・市 

   

７ 

急傾斜地崩壊危険区域における急傾斜

地対策事業の実施及び対策施設の点

検・保全等 

府・市・ 

市民 

   

・上記の取組の追加に伴い、7以降の取組について配番を修正 

 

 

施策 具体的な取組 
実施 

主体 

実施時期目標 

短
期 

中
期 

長
期 

土
地
利
用
施
策 

土地利用 

誘導 

４ 

土砂災害特別警戒区域、土砂災

害計画域における立地適正化計画

制度による建築・開発行為の届出 

府    

５ 
土砂災害特別警戒区域内の住宅

除却費用や区域外移転の支援 
市    

防
ぐ 

施
策 

土砂災害 

対策 
６ 

土砂災害特別警戒区域、土砂災

害警戒区域におけるパトロールの実

施 

府・市    

 

●関連計画の進捗等に伴う時点修正 ■P95 （４）市全域の公共交通人口カバー率の目標値を修正 

本市では、鉄軌道、バス路線、デマンド型の乗合タクシーにより市街地の広がりに合わせた公共交通ネットワーク

が形成されており、市全域の公共交通の沿線徒歩圏でカバーされる人口の割合（公共交通人口カバー率）は

96.4％です（2022（令和4）年時点）。 

 

評価指標 市全域の公共交通人口カバー率 

現況値 96.4％ （2022（令和4）年度） 

目標値 （中間）96.4％ （2030年度） 

96.4％ （2040年度） 

（現況値の算出方法） 

2022（令和4）年時点の駅・停留所からの徒歩圏（鉄道駅から800m圏、阪堺線・路線バス・乗合タク

シーの停留所から300m圏に含まれる範囲）の人口を2015（平成27）年の国勢調査値から集計し、総

人口で除して算出。 

（目標値の考え方） 

この目標値は堺市地域公共交通計画において新たな目標値等が示された場合は、必要に応じて見直す。 

 

本市では、鉄軌道、バス路線、デマンド型の乗合タクシーにより市街地の広がり

に合わせた公共交通ネットワークが形成されており、市全域の公共交通の沿線

徒歩圏でカバーされる人口の割合（公共交通人口カバー率）は約97％です

（2018（平成30）年時点）。 

評価指標 市全域の公共交通人口カバー率 

現況値 97％ （2018（平成30）年度） 

目標値 （中間）97％ （2030年度） 

97％ （2040年度） 

（現況値の算出方法） 

2018（平成30）年時点の駅・停留所からの徒歩圏（鉄道駅から800m圏、

阪堺線・路線バス・乗合タクシーの停留所から300m圏に含まれる範囲）の人

口を2015（平成27）年の国勢調査値から集計し、総人口で除して算出。 

（目標値の考え方） 

この目標値は2024（令和6）年度策定予定の堺市地域公共交通計画にお

いて新たな目標値等が示された場合は、必要に応じて見直す。 

●巻末資料の追加 ■P97～104 巻末資料として「居住誘導区域、都市機能誘導区域の詳細図」と「用語集」を追加 

・居住誘導区域、都市機能誘導区域の詳細図を追加 

・用語集を追加 

 

記載なし 

 


